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【議案第１号】 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 平成２１年度北広島市地域公共交通活性化協議会予算を次のとおり専決処分をした

ので、これを報告し、承認を求める。 

 

専決処分書 

 

平成２１年度北広島市地域公共交通活性化協議会予算を次のとおり専決処分する。 

 

 

平成 21 年度北広島市地域公共交通活性化協議会予算 
 
（歳入）                             （単位：円） 

款 項 目 予算額 備 考 

１負担金 １負担金 １負担金 132,000 北広島市負担金 

歳入合計 132,000  

 
（歳出）                             （単位：円） 

款 項 目 予算額 備 考 

１運営費 １会議費 １会議費 132,000 協議会委員等報酬、費用弁償 

歳出合計 132,000  

 

 

平成２２年３月１８日 

 

北広島市地域公共交通活性化協議会 

会 長 石井 潤一郎 
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【議案第２号】 

平成 21年度収支決算及び会計監査について 

 

 平成 21 年度北広島市地域公共交通活性化協議会の収支決算は次のとおりである。 
 
 

平成 21 年度北広島市地域公共交通活性化協議会 収支決算 
（自：平成 22 年３月 18 日 至：平成 22 年３月 31 日） 

 
（歳入）                             （単位：円） 

款 項 目 予算額 決算額 比較増減 備 考 

１負担金 １負担金 １負担金 132,000 132,000 0 北広島市負担金 

歳入合計 132,000 132,000 0  

 
（歳出）                             （単位：円） 

款 項 目 予算額 決算額 比較増減 備 考 

１運営費 １会議費 １会議費 132,000 71,114 60,886 協議会委員報酬、

費用弁償 

歳出合計 132,000 71,114 60,886  

 

歳入合計 132,000円 － 歳出合計 71,114円 ＝ 執行残 60,886円 

（平成 22年度へ繰越） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　　　　　　　　　　　　会計監査報告書．

平成、職収支決算書類。監査、た繰相違な。。。鋤ました。で報告

します。

　平成22年　ダ月　∠日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査尺かし｛鰍紛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三三広．編
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【議案第３号】 

北広島市地域公共交通活性化協議会規約並びに財務規程の改正について 

 
○北広島市地域公共交通活性化協議会規約の一部改正 

 北広島市及び北海道の組織再編に伴い所要の改正を行うものです。 
新 旧 

第１条～第３条 略 
（組織） 
第４条 協議会は、次に掲げる委員をも 
って組織する。 
 ⑴ 次に掲げる関係機関及び団体に属 

する者 
  ア 北広島市（イ・ウに掲げる機関 

を除く。） 
  イ 北広島市市民環境部 
  ウ～ク 略 
  ケ 空知総合振興局札幌建設管理部 

千歳出張所 
  コ 略 
  サ 石狩振興局地域政策部地域政策 
   課 

第１条～第３条 略 
（組織） 
第４条 協議会は、次に掲げる委員をも 
って組織する。 
 ⑴ 次に掲げる関係機関及び団体に属 

する者 
  ア 北広島市（イ・ウに掲げる機関 

を除く。） 
  イ 北広島市市民部 
  ウ～ク 略 
  ケ 札幌土木現業所千歳出張所 
 
  コ 略 
  サ 石狩支庁地域振興部地域政策課 

 

○北広島市地域公共交通活性化協議会財務規程の一部改正 

 協議会の契約事務についての事項を追加し、改正を行うものです。 
新 旧 

（収入及び支出並びに契約の手続） 
第８条 協議会の予算に係る収入及び支 
出の手続きは、北広島市の例により行う 
ものとする。 
２ 協議会の契約事務については、北広 
島市の例により行うものとする。 
３ 出納員は、予算整理簿その他必要な 
簿冊を備え、出納の管理を行うものとす 
る。 

（収入及び支出の手続） 
第８条 協議会の予算に係る収入及び支 
出の手続きは、北広島市の例により行う 
ものとする。 
２ 出納員は、予算整理簿その他必要な 
簿冊を備え、出納の管理を行うものとす 
る。 
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【議案第４号】 

連携計画策定に係る業務委託受託者の選定方法及びスケジュールについて 

 
総合連携計画策定に係る業務委託については、平成 21 年度第１回協議会において、

受託者の選定方法並びに企画提案書の審査等が審議、承認された事項であるが、地域公

共交通総合連携計画策定調査実施計画の認定及び地域公共交通活性化・再生総合事業費

補助金の交付決定が予定より大幅に遅れたことから、次のとおり業務委託受託者の選定

方法等を変更したい。 
１ 調査の内容 

 試験運行による調査を行わない。 
２ 選定方法 

 できる限り契約事務の期間短縮を図るため、受託者の選定方法を企画提案による企画

競争の公募型プロポーザル方式から指名型プロポーザル方式に変更する。 
企画提案による企画競争（指名型プロポーザル方式） 

 ＊提案要請業者の候補者の選定については、プロポーザル選定委員会が行う。 
３ スケジュール 

 ⑴プロポーザル選定委員会  平成２２年７月下旬 

⑵企画提案書提出の要請  平成２２年８月上旬 

⑶提出書類の提 出期限  平成２２年８月中旬 

⑷ヒ ア リ ン グ の 実 施  平成２２年８月中旬 

⑸協 議 会 の 承 認  平成２２年８月下旬 

⑹契 約 手 続 き  平成２２年９月上旬 
 

 

 

＜参考＞ 

○プロポーザル方式とは 

 委託業務の受託者を特定する場合において、一定の条件を満たす事業者から企画提案書の提出

を求め、かつヒアリングを実施し、提案内容の評価を行うことにより、当該委託業務の内容に最

も適した受託者を特定する手続をいう。 

 対象となる委託業務は、高度な技術力、企画力、創造性又は知識を必要とする委託業務とする。 

○指名型とは 

 提案要請業者を選定して、提案書の提出を要請する方式をいう。 

提案要請業者の候補者を選定し、選定された業者に対して提案書の提出についての意思確認を

行い、提案書の提出を承諾する業者に提案書の提出を要請する。 

 これに対し公募型は、応募者の参加資格要件を付して募集の公示を行う方式であり、応募者が

限定されないことから、募集の公示から提案書の提出期限まででおおむね１カ月の期間を要する。 
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【議案第５号】 

平成 22年度予算（案）について 

 
 平成 22 年度北広島市地域公共交通活性化協議会の予算を次のとおりとしたい。 
 
 

平成 22 年度北広島市地域公共交通活性化協議会予算（案） 
 
（歳入）                             （単位：円） 

款 項 目 予算額 備 考 

１負担金 １負担金 １負担金 3,272,114 北広島市負担金 

２補助金 １補助金 １補助金 4,000,000 地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金 

３繰越金 １繰越金 １繰越金 60,886 前年度繰越金 

歳入合計 7,333,000  

 
（歳出）                             （単位：円） 

款 項 目 予算額 備 考 

１運営費 １会議費 １会議費 493,000 協議会委員等報酬、費用弁償 

２事務費 １事務費 750,000 旅費、需用費、役務費 

２事業費 １事業費 １事業費 6,090,000 連携計画策定業務委託費 

歳出合計 7,333,000  
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【議案第６号】 
協議会委員の追加について 

 
 今後のコミュニティーバスや乗合タクシー等の導入検討及び実証運行に向けては、道

路運送法により運転者が組織する団体の同意が必要であることから、次回協議会から団

体の代表者１名を協議会委員として追加したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


